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埼玉版 

９月議会に向けて取り組んでいます！	
９月議会で１９地域から、採決される見込みと報告を頂きました。 
埼玉全域で、採決されるよう、プロジェクトチームをはじめ各地域で取り組みが進んでいます。 

※２０１４年８月１日現在 
※　　　　採決予定 

採決見込み情報（８月１日現在）	

行田市 
加須市 
本庄市 
羽生市 
鴻巣市 
越谷市 
蕨市 
和光市 
新座市 
幸手市 

日高市 
吉川市 
北足立郡・伊奈町 
入間郡・毛呂山町 
入間郡・越生町 
比企郡・小川町 
児玉郡・美里町 
児玉郡・神川町 
児玉郡・上里町 

可決された地域	

さいたま市 
川越市 
熊谷市 
川口市 
秩父市 
所沢市 
飯能市 
東松山市 
春日部市 
狭山市 
深谷市 
上尾市 
草加市 

入間市 
朝霞市 
志木市 
久喜市 
北本市 
八潮市 
富士見市 
三郷市 
蓮田市 
坂戸市 
鶴ケ島市 
ふじみ野市 

入間郡・三芳町 
比企郡・滑川町 
比企郡・鳩山町 
比企郡・嵐山町 
比企郡・ときがわ町 
北葛飾郡・杉戸町 

３１自治体議会で可決！ 



意見書の可決を支援しています	

埼玉県手話言語法制定推進事業プロジェクトチームが支援をしています。取り組みがなかなか進ま
ない・・・学習会を開催したいなど、遠慮なくプロジェクトチームまで一声をください！ 
また、意見書が可決された地域が、取り組んでいる地域を支援しています。 
ぜひ隣町の経験などを聞き、参考にして取り組んでください。 

手話言語法に関する勉強会が行われました	
 ７月２２日（火曜日）埼玉会館小ホールにて「手話言語法に関する勉強会」が行われ、埼玉県議員
をはじめ、国会議員、市町村議員、埼玉県職員、市町村職員、地域の聴覚障害者団体、手話関係者
など、約４００名が集まりました。 
『手話言語法がなぜ必要か？～みんなが明るく、楽しく、幸せに～』をテーマに、一般財団法人全
日本ろうあ連盟事務局長の久松三二氏に「手話言語法」が必要な理由、その背景やろう者の現状な
どについてお話していただきました。講演が終わった後、参加者から地域での「手話言語条例」や、
「手話言語法」に関することなど、たくさんの質問が寄せられました。 

　また「手話言語条例に関するシンポジウムから今日まで各地域での取り組み」について、埼玉県聴覚障
害者協会の岡野理事の報告の中で、「手話言語条例に関するシンポジウム」、「手話言語法制定を求める
意見書」の取り組み、地域での学習会、今後は埼玉県の「手話言語条例」を目指して行くことなど話があ
りました。 
今回の勉強会や、昨年の１２月に行われたシンポジウムをきっかけに、市町村での手話言語法制定を求め
る意見書の採択につながり、埼玉の手話言語条例の制定化を目指して、最高のパフォーマンスを発揮しま
しょう。 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 
事務局長　久松　三二氏 

手話言語条例に関するシンポジウムから 
今日まで各地域での取り組み報告 


